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おお
 くま

　
平
成
26
年
４
月
の
消
費
税
率
の
引
き

上
げ
に
際
し
、
低
所
得
の
方
々
に
与
え

る
負
担
の
影
響
に
鑑
み
、
低
所
得
の
方

へ
適
切
な
配
慮
を
行
う
た
め
、暫
定
的・

臨
時
的
な
措
置
と
し
て
「
臨
時
福
祉
給

付
金
（
経
済
対
策
分
）」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　
支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
方

に
対
し
、
す
で
に
町
か
ら
申
請
書
を
送

付
し
ま
し
た
。

　

受
付
は
８
月
25
日
ま
で
で
す
の
で
、

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
後
、
必
要

書
類（
本
人
確
認
書
類
等
）を
貼
付
し
、

返
信
用
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
ま
た
は
各

出
張
所
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
対
象
か
ど
う
か
の
確
認
や
申

請
書
へ
の
記
入
方
法
な
ど
、
ご
不
明
な

点
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
対
象

　
前
回
実
施
し
た
平
成
28
年
度
臨
時
福

祉
給
付
金
の
支
給
対
象
者
（
平
成
28
年

度
分
の
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い

方
。
た
だ
し
、
平
成
28
年
度
分
の
住
民

税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族

に
な
っ
て
い
る
方
や
、
生
活
保
護
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
等
は
除
き
ま
す
）。

■
支
給
額

　
１
人
１
万
５
千
円

■
支
給
ま
で
の
手
続
き

①
申
請
書
に
必
要
事
項
を
漏
れ
な
く
記

　
入
し
、
添
付
書
類
（
本
人
確
認
書
類

　
の
写
し
等
）
を
ご
準
備
く
だ
さ
い

②
申
請
書
お
よ
び
添
付
書
類
を
郵
送
ま

　
た
は
大
熊
町
の
窓
口
へ
提
出
し
、
申

　
請
し
て
く
だ
さ
い

③
町
で
支
給
要
件
を
審
査
後
、
ご
指
定

　
の
振
込
口
座
へ
ご
入
金
し
ま
す

◆
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

　

給
付
金
を
装
っ
た
不
審
な
電
話
・

メ
ー
ル
等
が
全
国
的
に
発
生
し
て
い
ま

す
。「
振
り
込
め
詐
欺
」や「
個
人
情
報・

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
詐
取
」
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

◎
大
熊
町
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ

　
Ｍ
（
銀
行
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金

　
自
動
支
払
機
）
の
操
作
を
お
願
い
す

　
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
給
付

　
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う
こ
と
は
絶

　
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
大
熊
町
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
、
給

　
付
金
を
支
給
す
る
た
め
に
、
手
数
料

　
の
振
込
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

　
り
ま
せ
ん
。

問
大
熊
町
臨
時
福
祉
給
付
金

　

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
０
０(

８
０
０)

８
４
６
６

　

大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

　

福
祉
課
福
祉
係

臨時福祉給付金（経済対策分）について
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町
で
は
要
介
護
４
以
上
の
要
介

護
高
齢
者
等
と
生
計
を
同
一
に

し
、
在
宅
で
介
護
を
し
て
い
る
方

の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
高
齢
者
福
祉

の
増
進
を
図
る
た
め
、
介
護
慰
労

手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
支
給
を
受
け
る
に
は
事
前
の
登

録
申
請
が
必
要
で
す
。
要
介
護
状

態
区
分
の
軽
度
化
や
長
期
入
院
等

の
理
由
に
よ
り
、
支
給
対
象
か
ら

外
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
再
度

対
象
と
な
っ
た
場
合
も
改
め
て
登

録
申
請
が
必
要
で
す
。

　
支
給
を
受
け
る
条
件
や
制
度
の

詳
細
等
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
平
成
29
年
１
月
～
６
月
分
の
手

当
は
、
７
月
下
旬
に
指
定
口
座
へ

振
り
込
む
予
定
で
す
。

■
対
象

　
大
熊
町
に
６
か
月
以
上
住
所
を

有
す
る
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
在

宅
高
齢
者
で
、
介
護
保
険
法
の
規

定
に
よ
る
要
介
護
状
態
区
分
が
要

介
護
４
以
上
の
要
介
護
高
齢
者
ま

た
は
重
度
認
知
高
齢
者
で
要
介
護

３
以
上
か
つ
日
常
生
活
自
立
度
が

Ⅲ
ａ
以
上
の
要
介
護
高
齢
者
と
、

生
計
を
同
一
に
し
、
在
宅
で
介
護

し
て
い
る
等
の
要
件
を
満
た
す
介

護
者
。

■
支
給
額

　
月
額
１
万
円
（
た
だ
し
、
同
一

生
計
に
要
介
護
高
齢
者
が
２
人
以

上
あ
る
場
合
は
、い
ず
れ
か
１
人
。

併
せ
て
同
じ
要
介
護
高
齢
者
に
介

護
者
が
複
数
人
あ
る
場
合
は
、
い

ず
れ
か
１
人
）。

■
支
給
時
期

　
年
２
回
（
７
月
、
１
月
）

問
大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

　

福
祉
課　
福
祉
係

　
法
務
局
で
は
、
富
岡
出
張
所
管

内
８
町
村
の
復
興
支
援
お
よ
び
帰

還
住
民
に
対
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
次
の
と
お
り
派
遣
登
記
所
を

開
設
し
ま
す
。

時
７
月
20
日
（
木
）
か
ら

　

毎
月
第
１・３
木
曜
日
の
み

　
（
午
前
10
時
～
午
後
３
時
）

場
福
島
地
方
法
務
局
富
岡
出
張
所

　
（
富
岡
町
小
浜
字
５
５
４
の
７
）

■
取
扱
事
務

①
登
記
相
談
に
関
す
る
事
務

　
登
記
相
談
は
予
約
制
で
す
。
予

約
は
福
島
地
方
法
務
局
富
岡
出
張

所
☎
０
２
４
６
（
35
）
５
６
７
０

ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

②
登
記
申
請
に
関
す
る
事
務

　
不
動
産
登
記
事
務
の
受
付
等
を

行
い
ま
す
。
な
お
、
会
社
等
に
関

す
る
事
務
は
取
り
扱
い
ま
せ
ん
。

③
証
明
書
等
に
関
す
る
事
務

　
登
記
事
項
証
明
書
、
地
図
の
写

し
等
お
よ
び
印
鑑
証
明
書
の
交
付

請
求
の
受
付
を
行
い
ま
す
。
各
証

明
書
は
後
日
法
務
局
か
ら
郵
送
さ

れ
ま
す
。

※
収
入
印
紙
お
よ
び
郵
便
切
手
は

　
取
り
扱
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
郵

　
便
局
等
で
お
求
め
く
だ
さ
い

問
福
島
地
方
法
務
局
総
務
課

☎
０
２
４
（
５
３
４
）
１
１
１
１

　
町
で
は
中
間
貯
蔵
施
設
の
建
設

に
伴
い
町
民
の
皆
さ
ま
が
抱
え
る

不
安
や
諸
問
題
に
対
応
す
る
た

め
、
弁
護
士
に
よ
る
相
談
会
を
開

き
ま
す
。
当
該
施
設
建
設
に
伴
う

権
利
関
係
等
の
疑
問
点
に
つ
い

て
、
無
料
で
相
談
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

【
郡
山
市
】

時
７
月
12
日
（
水
）

　
午
後
２
時
～
５
時

場
大
熊
町
役
場
中
通
り
連
絡
事
務
所

【
い
わ
き
市
】

時
７
月
21
日
（
金
）

　

午
後
２
時
～
５
時

場
大
熊
町
役
場
い
わ
き
出
張
所

【
会
津
若
松
市
】

時
７
月
24
日
（
月
）

　

午
後
２
時
～
５
時

場
大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

■
相
談
で
き
る
こ
と

　
中
間
貯
蔵
施
設
建
設
に
伴
う
契

約
、
地
上
権
、
相
続
等
に
つ
い
て

※
法
律
相
談
で
あ
り
、
補
償
価
格　

に
関
す
る
相
談
は
で
き
ま
せ
ん　

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い

■
対
象
者

　
大
熊
町
内
の
中
間
貯
蔵
施
設
建

設
予
定
地
内
に
不
動
産(

土
地
、

建
物)

を
所
有
さ
れ
て
い
る
方

■
相
談
料

　
無
料

■
相
談
時
間

　
１
回
に
つ
き
50
分
以
内
（
各
会

場
３
組
ま
で
の
事
前
予
約
制
）

■
申
し
込
み
方
法

　

事
前
予
約
の
先
着
順
で
す
の

で
、
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す

■
申
し
込
み
期
限

　
各
会
場
、
開
催
日
の
１
週
間
前

ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

問
大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

　

企
画
調
整
課

※
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

　
分
（
平
日
の
み
）

中
間
貯
蔵
施
設
に
係
る

弁
護
士
無
料
相
談
会

福
島
地
方
法
務
局

派
遣
登
記
所
開
設

　

児
童
手
当
を
継
続
し
て
受
給
す
る
た
め
に

は
、毎
年
６
月
に
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
今
年
度
の
現
況
届
は
、
６
月
支
給
分
の
児
童

手
当
（
特
例
給
付
）
支
給
通
知
書
に
同
封
し
、

す
で
に
郵
送
し
ま
し
た
。
同
封
し
た
記
入
例
を

参
考
に
、
必
要
事
項
を
記
載
し
、
必
要
書
類
と

併
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
期
限
は
６
月
30

日
で
す
。

　
な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
況
届
に

同
封
の
事
務
連
絡
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。ま
た
、

現
況
届
が
届
か
な
い
方
や
な
く
し
て
し
ま
っ
た

方
は
、
福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

　

福
祉
課　
子
育
て
支
援
係

児童手当の現況届は
今月中にご提出ください

要
介
護
高
齢
者
介
護
慰

労
手
当
に
つ
い
て
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２０歳から６０歳までの

国民年金に加入している方へ

　国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、
保険料の納付が「免除」または「猶予」される制
度があります。この制度を利用することで、将来
の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故など
により障害を負ったときの障害基礎年金の受給資
格を確保することができます。
※老齢基礎年金の年金額を計算する際、保険料免除・
　納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料
　を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります

②国民年金保険料免除・
若年者納付猶予の申請について

①平成 29年度の原子力災害に伴う
国民年金保険料特例免除申請

≪申請時の注意点≫
○免除が申請できる期間
・過去期間…申請書が受理された
　月から２年１か月前（すでに保
　険料が納付済の月を除く）まで
・将来期間…翌年６月まで（１～
　６月に申請したときは、その年
　の６月）分まで。ただし、１枚
　の申請書で申請できるのは、７
　月から次の年の６月までの 12 か
　月間ですので、必要に応じて複数
　の申請書を提出してください（免
　除等の１年度＝７月～翌年６月）
※過去期間は２年１か月前まで申
　請できますが、申請が遅れると
　障害年金を受け取れないなどの
　不利益が生じる場合があります
　ので、失業等により保険料を納
　付することが経済的に困難になっ
　たものの、申請を忘れていたた
　めに未納期間を有している方等
　は速やかに申請してください

≪申請書の受付について≫
　平成 29 年度分（平成 29 年７
月分～平成 30 年６月分まで）の
免除申請は、７月１日より受け付
けます。

≪申請書の提出先≫
○窓口で提出する場合
　最寄りの年金事務所または大熊
町役場の各窓口（会津若松出張所、
いわき出張所、中通り連絡事務所）
で受け付けています。
○郵送で提出する場合
　大熊町や日本年金機構のホーム
ページから申請用紙を印刷できま
す。申請用紙をよく読み、記入例
を参考に必要事項をご記入の上、
大熊町役場会津若松出張所住民課
へお送りください。
※記入の際の注意点
・平成 29 年７月分～平成 30 年６
　月分までの申請を希望する方は、

　申請期間に「平成 29 年度」とご
　記入ください。申請期間にお間
　違えのないようご注意ください。
・審査結果の送り先となりますの
　で、申請用紙の「⑮備考」に現
　在の避難先の住所をご記入くだ
　さい。
・ホームページから印刷した申請
　書を利用される場合は、用紙３
　枚目の［提出用］のみご提出くだ
　さい。「本人控」は提出不要です。

≪申請書提出後の注意点≫
　日本年金機構での審査後（おお
むね２～３か月後）に審査結果通
知が送付されます。通知が届くま
での間に納付書等が届く場合があ
ります。通知が届くまでは納付書
は保管し、通知が届きましたら免
除に該当した期間をご確認の上、
納付書は破棄してください。

問大熊町役場会津若松出張所　住民課国保年金係

　東京電力福島第一原発事故に伴い、大熊町に平
成 23 年３月 11 日時点で住所を有していた国民
年金第１号被保険者からなされた国民年金保険料
の免除申請は、国民年金保険料が全額免除されま
す（ただし、全額免除された期間については、保
険料を全額納付した場合の年金額の２分の１で支
給されますのでご注意ください）。
※平成 30 年６月分までの保険料が対象
　（学生納付特例は平成 30 年３月分まで）
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ゴ
ル
フ
を
通
じ
て
皆
さ
ん
と
絆

を
深
め
る
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
を
開
催

し
ま
す
。
電
話
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

時
７
月
８
日
（
土
）

　

午
前
８
時
30
分
集
合

場
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
カ
ン
ト
リ
ー
ク

　

ラ
ブ
（
い
わ
き
市
渡
辺
町
上
釜

　

戸
字
上
ノ
代
２
４
５
）

費
３
０
０
０
円

問
事
務
局
・
兼
子

☎
０
９
０(

３
３
６
７)

１
９
８
２

内
美
味
し
い
昼
食
で
わ
い
わ
い
お

　

し
ゃ
べ
り
（
お
弁
当
、
お
み
そ

　

汁
が
出
ま
す
）

時
７
月
１
日(

土)

午
前
10
時
～

※
調
理
に
ご
参
加
い
た
だ
け
る
方

　
は
９
時
集
合

場
い
わ
き
市
草
野
公
民
館

費
２
０
０
円

対
町
民
の
皆
さ
ん

問
石
橋
英
雄

☎
０
９
０(

２
２
７
０)

８
１
３
８

　

愛
場
誠

☎
０
９
０(

９
５
３
１)

４
５
９
１

　

冨
田
睦
子

☎
０
９
０(

３
５
３
１)

９
７
７
６

内
ハ
ン
ド
マ
ッ
サ
ー
ジ

　
（
お
子
さ
ん
と
一
緒
に
リ
ラ
ッ
ク

　
ス
し
ま
し
ょ
う
！
）

時
７
月
７
日
（
金
）
午
前
10
時
30

　

分
～
正
午
（
受
付
10
時
～
）

場
東
原
団
地
復
興
公
営
住
宅
集
会

　

所(

郡
山
市
喜
久
田
町)　
　

対
３
歳
位
ま
で
の
お
子
さ
ん
と

　

そ
の
保
護
者

持 
母
子
健
康
手
帳
、ハ
ン
ド
マ
ッ

　

サ
ー
ジ
用
の
タ
オ
ル
、
子
ど
も

　

の
水
分
補
給
な
ど

期
６
月
30
日(
金)
ま
で

問
大
熊
町
役
場
会
津
若
松
出
張
所

　

福
祉
課

内
ア
ロ
マ
教
室
と
茶
話
会

時
６
月
27
日
（
火
）

　

午
前
10
時
～
正
午

場
ふ
れ
あ
い
ハ
ウ
ス
２
階

　
（
会
津
若
松
市
一
箕
町
八
幡
２

　
の
１
）　　

対
会
津
地
域
に
避
難
し
て
い
る

　

子
育
て
中
の
ご
家
族

問
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
ゆ
め

　

み
っ
こ
内　
は
ま
っ
子
事
務
局

☎
０
２
４
２
（
33
）
８
８
１
８

　
（
担
当
・
遠
藤
麻
理
英
）

　

熱
中
症
に
よ
る
救
急
搬
送
者
数

は
暑
さ
に
慣
れ
て
い
な
い
５
、６
月

頃
か
ら
増
加
し
ま
す
。
ま
だ
夏
本

番
で
は
な
い
か
ら
と
油
断
せ
ず
、

早
め
に
対
策
を
と
り
ま
し
ょ
う
。　
　
　

■
熱
中
症
を
予
防
す
る
に
は

①
暑
さ
に
身
体
を
慣
ら
し
て
い
く

　
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど
の
適
度
な

運
動
で
、
汗
を
か
く
習
慣
を
身
に

付
け
、
暑
さ
に
強
い
身
体
を
つ
く

り
ま
し
ょ
う
。

②
高
温
・
多
湿
・
直
射
日
光
を
避

け
る

　
エ
ア
コ
ン
や
扇
風
機
な
ど
を
使

用
し
、
部
屋
の
温
度
を
調
整
し
ま

し
ょ
う
。
外
出
す
る
際
は
帽
子
や

日
傘
を
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

③
水
分
は
こ
ま
め
に
計
画
的
に

　
の
ど
が
渇
い
て
か
ら
水
分
補
給

す
る
の
で
は
な
く
、
の
ど
が
渇
く

前
に
計
画
的
な
水
分
補
給
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

問
双
葉
消
防
本
部　
通
信
指
令
室

☎
０
２
４
０
（
25
）
８
５
６
１

　
職
場
の
中
で
起
き
て
い
る
、
賃

金
や
退
職
、
人
間
関
係
な
ど
に
関

す
る
困
り
ご
と
や
疑
問
に
つ
い
て

の
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
相
談

は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

現
地
相
談
会
で
は
、
労
働
問
題
に

精
通
し
て
い
る
労
働
委
員
会
委
員

が
対
応
し
ま
す
。

【
現
地
相
談
会
】

時
７
月
９
日(

日)　

 

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

場
郡
山
市
労
働
福
祉
会
館
、
会
津

　

若
松
市
文
化
セ
ン
タ
ー

※
予
約
不
要

　
（
電
話
に
よ
る
時
間
指
定
可
）

【
電
話
相
談
】

時
７
月
９
日(

日)

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

☎
０
２
４
（
５
２
１
）
７
５
９
４

　

(

県
内
全
域
対
象)

問
福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
（
福
島
市
中
町
８
の
２
）

☎
０
２
４
（
５
２
１
）
７
５
９
４

◆
自
分
再
発
見
セ
ミ
ナ
ー

　
（
求
職
者
向
け
）

時
７
月
20
日
（
木
）

　
午
前
10
時
～
正
午

・
40
代
ま
で
の
セ
ミ
ナ
ー

・
50
代
か
ら
の
セ
ミ
ナ
ー

場
広
野
町
中
央
体
育
館

　

２
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム

定
各
20
名
程
度

期
７
月
14
日
（
金
）
ま
で

◆
行
く
し
か
な
い
！
広
野
・
楢
葉

　
就
職
面
接
会

　
広
野
町
、
楢
葉
町
な
ど
双
葉
郡

内
で
就
職
を
希
望
し
て
い
る
方
を

対
象
に
、
参
加
予
定
21
社
に
よ
る

就
職
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。
企

業
と
直
接
話
す
こ
と
が
で
き
、
職

場
体
験
登
録
事
業
所
か
ら
は
体
験

内
容
紹
介
な
ど
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
を
聞
く
機
会
も
あ
り
ま
す
。

時
７
月
20
日
（
木
）

　

午
後
１
時
～
３
時
（
予
定
）

場
広
野
町
公
民
館

問
福
島
広
域
雇
用
促
進
支
援
協
議

　

会　
双
葉
町
窓
口
（
双
葉
町
役

　

場
い
わ
き
事
務
所　
産
業
建
設

　

課
内
）

☎
０
２
４
６
（
84
）
６
２
８
５

下
野
上
１
区ゴル

フ
コ
ン
ペ

今
か
ら
始
め
よ
う

熱
中
症
の
予
防
対
策

～
消
防
署
か
ら
～

労
働
困
り
ご
と
相
談
会

福
島
広
域
雇
用
促
進

支
援
協
議
会
か
ら

ち
び
く
ま
ラ
ン
ドＩＮ

郡
山

子
育
て
相
談
会

【
お
お
く
ま
ア
プ
リ
　
タ
ブ
レ
ッ
ト

  

個
別
相
談
会
の
日
程
変
更
】

　
広
報
お
お
く
ま
６
月
１
日
号
に

同
封
し
た
新
タ
ブ
レ
ッ
ト
個
別
相

談
会
の
チ
ラ
シ
に
記
載
し
た
日
程

に
一
部
変
更
が
あ
り
ま
し
た
。

場
所
・
復
興
公
営
住
宅
東
原
団
地

　
東
原
１
号
団
地
集
会
所

【
変
更
前
】

 

６
月
20
日(

火) 

13
・
30
～
16
・
30

【
変
更
後
】

 

６
月
16
日(

金)

13
・
30
～
16
・
30

ふ
る
さ
と
お
お
く
ま
会


